
企画提案書作成要領 
 
１ 作成方法 
   和歌山県ドクターヘリ製造委託業務（以下「本業務」という。）の入札に参加する者

（以下「入札参加者」という。）は、次に掲げる事項について章立てを行い、企画提案
書として作成すること。 

   また、企画提案書別紙の数値等欄及び該当ページ欄に記入の上、企画提案書に添
付すること。 

   なお、企画提案書は、表紙（「和歌山県ドクターヘリの製造委託業務企画提案書」
と標記し、余白に事業者名を表示すること。）及び目次を設け、A4 縦書き又は横書
き、左綴じで製本すること。 

 
（１）資質 
    ア 過去５年間（令和３～７年度）において官公庁に対しヘリコプター（ドクター

ヘリ以外も含む）を納入している実績（業務を完了しているもの）について、自治
体名、機種名、種類（ヘリコプターの用途（ドクターヘリ、消防防災ヘリなど））を
記載すること。 

    イ 過去５年間（令和３～７年度）においてドクターヘリ運航事業者に対しドクタ
ーヘリを納入している実績（業務を完了しているもの）について、運航事業者名、
機種名を記載すること。 

 
（２）安定的な運航 
    ア 令和８年４月末時点での提案機体（前モデルも含む）の国内でのドクターヘリ

としての使用実績を記載すること。 
    イ 整備、修理の体制について具体的に記載すること。また、日本国内に整備拠点

があれば記載すること。 
    ウ 部品の供給体制について具体的に記載すること。また、機体納入後２年、６０

０飛行時間で一般的に必要な部品の供給にかかる日数を記載すること。 
    エ 令和８年４月末時点で提案機体（同一モデル）の不具合等で耐空性改善

通報（TCD）などが発行されたかどうかを記載すること。 
    オ 機体の不具合箇所の特定や部品の交換が容易に行える工夫があれば記載す

ること。 
    カ 飛行前、日交換、飛行後点検や定期点検（○○時間点検）に要する時間を

記載すること。なお、耐空検査に要する時間は除く。 
    キ 搭乗可能人数（操縦士、整備士除く）を記載すること。 
    ク 航続距離を記載すること 
    コ 過去３年間（令和５～７年度）の提案機体（前モデルも含む）の点検整

備、修理等に起因する運休率（％）を記載すること。なお、ドクターヘリとして使用



している機体に限ることとし、任意のドクヘリ運航事業者１社での実績を下記計算
式で計算すること。 

     ＜計算式＞ 
     運休日数／（運航日数＋運休日数）×１００ 

※運休日数は１日あたり６時間以上運休した日数とする。 
  天候不良に起因する運休は含まない。 

（３） 安全性の確保 
    ア 操縦士の負担軽減を行い、事故が発生しないような仕組みや、事故発生の際

に被害を最小限に抑える仕組みがあれば記載すること。また、夜間運航に必要な
機器が導入されていれば記載すること。 

    イ 運航事業者や医療従事者への飛行訓練や研修があれば記載すること。 
（４）救命率の向上 
    ア キャビンスペースのレイアウト、設備の性能を記載すること 
    イ 機内において患者の観察や医療機器を操作できるスペースが確保されているか

記載すること 
    ウ 患者の搬入、搬出方法について記載すること 
    エ 最高巡航速度を記載すること 
（５）その他 
    ア 騒音値を記載すること 
    イ 納入後２０年間運用する場合のランニングコストの合計額を記載すること。な

お、飛行回数は年間５００回、飛行時間は年間３００時間とする。また対象経
費は下記のとおりとする。 
＜対象経費＞ 

     ・保守点検等の経費 
     ・標準的交換部品等の経費 
     ・飛行にかかる燃料費 
    ウ 下記ランデブーポイント１０箇所について、着陸可能か記載すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２ 提出方法 
(1) 提出期間 

令和８年６月２２日（月）から同月３０日（火）までの県の休日を除く各  
     日の午前９時から午後５時まで 

(2) 提出先 
和歌山県和歌山市小松原通一丁目１番地 
和歌山県庁北別館５階 
和歌山県福祉保健部福祉保健政策局医務課 

(3) 提出方法 
持参又は郵送により提出すること。 
なお、郵送の場合は、配達証明付きの書留郵便をもって（１）の提出期間内 

に到着するよう郵送すること。 
(4) 提出部数 

正本１部、副本９部、添付書類として企画提案書に記載した納入実績を確認 
できる書類（契約書及び仕様書の写し）１０部を提出すること。 

(5) その他 
書類の作成に当たって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とす 

る。 
 
３ その他 

(1) 企画提案書の作成及び提出に要する一切の費用は、入札参加者の負担とする。 
(2) 企画提案書の提出は、１申請者につき１提案とし、提出期間外の提出、再提

出又は差替えは認めない。 
(3) 企画提案書は、入札参加者が確実に実現できる範囲で記載すること。 
(4) 企画提案書の提出後、必要に応じて内容の照会や補足資料の提出を求めること

がある。 
(5) 企画提案書は、本件入札の落札者決定のための審査に使用する場合を除き、

提出者に無断で使用しない。 
(6) 企画提案書の審査を行う際、必要な範囲において提出者に通知することなく複製

することがある。 
(7) 企画提案書は、返還しない。 
(8) 企画提案書の著作権は、入札参加者に帰属する。 
(9) 企画提案書の記載が、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の

権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、入札参加者が負うも
のとする。 


